
【平成29年4月1日現在】 島根県（市町村含む）　不妊治療に係る治療費等の助成事業一覧
＜県が実施する特定不妊治療費助成事業＞

県名 お問合せ先 助成額 助成期間・回数 対象者

島根県
健康推進課

０８５２－２２－５３２４

・上限*１５万円／回
（初回の申請に限り上限*３０万円／回）
・男性不妊治療を行った場合、
　上限１５万円を上乗せ

初めて助成を受ける際の治療開始時
の妻の年齢が
　４０歳未満：通算６回
　４０歳以上：通算３回

・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が県内に住所を有する方
・特定不妊治療以外の治療法では妊娠が望めないと医師の診断があった方
・指定医療機関において治療を受けた方
・夫婦の前年の所得（１月～５月までの申請は前々年の所得）の合計額が７３０万円未満であること
・今回の申請にかかる治療開始時の妻の年齢が４３歳未満であること

　　　　　　＊上限額について 　以下の治療内容の場合、助成上限額は７万５千円
　　・　以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合
　　・　採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止した場合

＜県が実施するその他不妊治療に関する助成事業＞
県名 お問合せ先 助成額 助成期間・回数 対象者

島根県
健康推進課

０８５２－２２－５３２４
・男性不妊検査*にかかる自己負担額の　１／２
・上限２万円

助成回数１回
・医療保険適用外の男性不妊検査を受けた方
・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が県内に住所を有する方

　　　　　　＊男性不妊検査について　　 検査内容：診察、精液検査、ホルモン検査、超音波検査、染色体検査等

＜市町村が実施する不妊治療に係る助成事業＞

事業内容
（凡例）

市町村名 お問合せ先 助成額 助成期間 対　　　象　　　者

松江市
保健福祉課

０８５２－５５－５３３５ ① 平成19年4月1日 上限４万５千円／１年間
一般不妊治療を受けた月から起算して３
年間

・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が市内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方
・一般不妊治療費助成を受けて妊娠をし、第二子以降の妊娠も希望される方

① 平成21年4月1日 上限８万円／１年間
一般不妊治療を受けた月から起算して３
年間

・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が市内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方

② 平成28年4月1日
上限７．５万円／回
（治療によっては上限３万円/回）
＊県の助成額・回数に準じる

県の助成期間・回数に準じる
・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が市内に住所を有する方
・県の特定不妊治療費助成制度の助成を受けた方

③ 平成28年4月1日

特定不妊治療　夫婦の年間合計所得が730万円以上
の方
上限７．５万円／回
（治療によっては上限３万円/回）

初めて助成を受ける際の治療開始時
の妻の年齢が
　４０歳未満：通算６回
　４０歳以上：通算３回

・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が市内に住所を有する方
・特定不妊治療以外の治療法では妊娠が望めないと医師の診断があった方
・指定医療機関において治療を受けた方
・夫婦の年間合計所得が730万円以上の方
・今回の申請にかかる治療開始時の妻の年齢が４３歳未満であること

③ 平成28年4月1日
不育症
上限５万円／回

一治療期間が終了するまで ・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が市内に住所を有する方

① 平成22年4月1日 上限５万円／１年間
一般不妊治療を受けた月から起算して３
年間
(治療中断期間含まず）

③ 平成27年4月1日
不育症
上限１０万円／年度

一治療期間が終了するまで

益田市
子育て支援課

０８５６－３１－１９７７ ① 平成26年4月1日 上限３万円／年度
一般不妊治療を受けた月から起算して３
年間
(治療中断期間含まず）

・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が市内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方
・夫および妻が他の地方公共団体が実施する一般不妊治療等に係る助成を受けていない方

大田市
健康増進課

０８５４－８３－８１５２ ① 平成22年4月1日 上限１５万円／1年間
一般不妊治療を受けた月から起算して３
年間
（治療中断期間含まず）

・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が市内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方

① 平成20年4月1日 上限８万円／１年間
一般不妊治療を受けた日から起算して５
年間

・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が市内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方

② 平成28年4月1日
上限５万／回
（初回上限1０万円）

県の助成期間・回数に準じる
・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が市内に住所を有する方
・県の特定不妊治療費助成制度の助成を受けた方

① 平成23年4月1日 上限５万円／１年間
一般不妊治療を受けた月から起算して３
年間

・戸籍上婚姻関係にあり、市内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方

② 平成27年4月1日
上限１５万円／1年度
男性不妊治療を行った場合1年度上限５万円を上乗せ

県の助成期間・回数に準じる
・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が市内に住所を有する方
・県の特定不妊治療費助成制度の助成を受けた方

③ 平成28年4月1日 上限５万円／１治療期間
妊娠後、不育症治療を開始した日から出
産（流産、死産も含む）により当該治療が
終了するまでの期間

・戸籍上婚姻関係にあり、市内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方

① 平成23年4月1日 上限１０万円／１年間
一般不妊治療を受けた日（医療機関証
明書の初回受診日）から起算して３年間

・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が市内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方
・産婦人科または泌尿器科において一般不妊治療を受けた方

② 平成25年4月1日 上限７万５千円/回、年度２回まで
交付決定を最初に受けた日の属する年
度から通算して５年間

・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が市内に住所を有する方
・県の特定不妊治療費助成制度の助成を受けた方

① 平成22年4月1日 上限９万円／年度
一般不妊治療を受けた月から起算して３
年間

・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が町内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方

② 平成22年4月1日
上限１５万円／回、年度２回まで
※ただし、治療内容によっては（県に準ずる治療）、上
限７万５千円／回

通算５年度間
・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が町内に住所を有する方
・県の特定不妊治療費助成制度の助成を受けた方

① 平成21年4月1日 上限２０万円/年
一般不妊治療を受けた月から起算して３
年間

・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が町内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方
・産婦人科または泌尿器科を標榜する医療機関において、一般不妊治療を受けた方

② 平成26年4月1日
1回につき上限１５万円/
１年目上限年３回、２年目以降年２回まで 最大５年間、通算１０回まで

・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が町内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方
・産婦人科または泌尿器科を標榜する医療機関において、特定不妊治療を受けた方
・県の特定不妊治療費助成制度の助成を受けた方

③ 平成21年4月1日
交通費助成（一般不妊治療に限る）
　3,000円／回、上限10万円／年

期間限定無し
・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が町内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方
・産婦人科または泌尿器科を標榜する医療機関において、不妊治療を受けた方

① 平成25年10月1日 上限１５万円／1年間
一般不妊治療を受けた月から起算して３
年間

・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦いずれもが町内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方

② 平成25年10月1日 上限１５万円／回 県の助成期間・回数に準じる
・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦いずれもが町内に住所を有する方
・県の特定不妊治療費助成制度の助成を受けた方

① 平成25年4月1日 上限１５万円/1年間 期間限定なし
・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が町内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方

② 平成26年4月1日 上限１５万円/1年間 県の助成期間・回数に準じる
・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が町内に住所を有する方
・県の特定不妊治療費助成制度の助成を受けた方
・特定不妊治療が必要と医師が認めた方

① 平成23年4月1日 上限１５万円／１年間
一般不妊治療を受けた月から起算して３
年間

・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が町内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方

② 平成26年4月1日
県の特定不妊治療助成事業における助成対象経費か
ら助成額を差し引いた残額／回
＊県の助成額・回数に準じる

県の助成期間・回数に準じる
・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が町内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方
・県の特定不妊治療費助成制度の助成を受けた方

津和野町
健康福祉課

０８５６－７２－０６５７ ① 平成24年4月1日 上限１０万円/1年間
一般不妊治療を受けた月から起算して３
年間

・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が町内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方
・一般不妊治療が必要と医師に認定された方

・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が市内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方

邑南町
保健課

０８５５－８３－１１２３

飯南町
保健福祉課

０８５４－７２－１７７０

川本町
健康福祉課

０８５５－７２－０６３３

美郷町
健康福祉課

０８５５－７５－１９３２

江津市
子育て支援課

０８５５－５２－7487
（直通）

雲南市
健康推進課

０８５４－４０－１０４５

奥出雲町
健康福祉課

健康づくり推進グループ
０８５４－５４－２７８１

事業開始

浜田市
子育て支援課

０８５５－２５－９３３１

安来市
子ども未来課

０８５４－２３－３２０９

出雲市
健康増進課

０８５３－２１－６９８１

事業開始

平成28年4月1日

事業開始

平成17年4月1日

 ①　一般不妊治療の治療費助成　（※一般不妊治療 ： 保険適用の不妊治療及び検査、人工授精）
 ②　県の特定不妊治療費助成事業に上乗せ助成　（※特定不妊治療 ： 体外受精、顕微授精）
 ③　その他、不妊治療に関する助成 （治療費以外の助成含む）



＜県が実施するその他不妊治療に関する助成事業＞
県名 お問合せ先 助成額 助成期間・回数 対象者

島根県
健康推進課

０８５２－２２－５３２４
・男性不妊検査*にかかる自己負担額の　１／２
・上限２万円

助成回数１回
・医療保険適用外の男性不妊検査を受けた方
・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が県内に住所を有する方

　　　　　　＊男性不妊検査について　　 検査内容：診察、精液検査、ホルモン検査、超音波検査、染色体検査等

＜市町村が実施する不妊治療に係る助成事業＞

事業内容
（凡例）

市町村名 お問合せ先 助成額 助成期間 対　　　象　　　者事業開始

事業開始

平成28年4月1日

 ①　一般不妊治療の治療費助成　（※一般不妊治療 ： 保険適用の不妊治療及び検査、人工授精）
 ②　県の特定不妊治療費助成事業に上乗せ助成　（※特定不妊治療 ： 体外受精、顕微授精）
 ③　その他、不妊治療に関する助成 （治療費以外の助成含む）

① 平成23年4月1日 上限９万円／１年間
一般不妊治療を受けた月から起算して３
年間

・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が町内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方

③ 平成27年4月1日 一治療期間ごとに30万を限度 不育症治療等に要する費用の一部を助成
・町内に住所を有する者
・医療保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者
・不育症と診断され、その治療が必要と認定されたもの

① 平成23年10月1日 上限３万円／１年間 期間限定なし
・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が町内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方

③ 平成16年10月15日
交通費助成
　本土6,000円／回、島後2,500円／回
宿泊費助成　4,000円／泊（上限300,000円）

治療期間が終わるまで
・夫婦が町内に住所を有する方で引き続き定住の意思がある方
・通院治療に対し医師の証明書が必要

① 平成23年10月1日 上限15万円／１年間 期間限定無し(期間を特定していない。）
・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦がともに町内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方

② 平成23年10月1日
上限１５万円／回、
１年度目は年度３回まで
２年度目以降は年度２回まで

通算５年度間、通算10回
(＊県に準ずる)

・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦がともに町内に住所を有する方
・県の特定不妊治療費助成制度の助成を受けた方

③ 平成22年4月1日
交通費助成 本土4,300円／回、島後2,800円
（レインボー休航時）　本土2,900円/回、島後1,530円
宿泊費助成 2,500円/泊

期間限定無し ・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦がともに町内に住所を有する方

① 平成22年6月1日 上限３万円／年度 期間限定無し(期間を特定していない。）
・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦の一方が村内に住所を有する方
・医療保険各法の規定に基づく被保険者、又は被扶養者である方

③ 平成19年4月1日
交通費助成
　本土8,000円／回、島後4,000円／回
（上限なし、夫の交通費も助成）

期間限定無し(期間を特定していない。） ・戸籍上婚姻関係にあり、夫婦が村内に住所を有する方

隠岐の島町
保健課

０８５１２－２－８５６２ ① 平成24年4月1日 上限９万円／１年間
一般不妊治療を受けた月から起算して３
年間

・戸籍上の婚姻関係であって、夫婦の一方が町内に住所を有する
・夫または妻が医療保険の被保険者、組合員又は被扶養者である
・産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関において一般不妊治療を受けた者である

吉賀町
保健福祉課

０８５６－７７－１１６５

知夫村
村民福祉課

０８５１４－８－２２１１

海士町
健康福祉課

０８５１４－２－１８２３

西ノ島町
健康福祉課

０８５１４－６－０１０４


